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19 事業所に 89 件の苦情が寄せられました。 

詳細は以下の通りです。 

 

 

  報告 申出人 受付ルート 苦情内容 解決状況 
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白 雲 寮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

じ き ょ う 4 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 2 0 2 2 0 

い き い き セ ン タ ー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

西成区東部地域包括支援センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

す ま い る 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

三 徳 寮 6 0 0 6 6 0 0 1 1 0 0 1 3 0 6 0 

三 徳 生 活 ケ ア セ ン タ ー 4 0 0 4 3 1 0 0 2 2 0 0 0 1 3 0 

野 宿 生 活 者 巡 回 相 談 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ひ き ふ ね 59 19 0 40 0 5 54 4 15 1 4 10 25 50 9 0 

い ま み や 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

さ わ や か 荘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

あ し み 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

橡 生 の 里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

角 川 ヴ ィ ラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ジ ュ ネ ス 5 2 3 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 

エ フ ォ ー ル 3 1 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 

ベ ラ ミ 8 2 5 1 8 0 0 0 6 0 1 0 1 8 0 0 

大 阪 自 彊 館 診 療 所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

角 川 ク リ ニ ッ ク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 89 24 10 55 25 6 58 5 32 5 5 13 29 69 20 0 

 

■救護施設 白雲寮

令和 5年度の白雲寮の苦情件数は 0件でした。 

白雲寮は令和4年度の途中から施設定員を60

名に変更しました。令和 5 年度は変更後 2 年目

となり、そのメリットである「ゆとり」が活か

され、ゆったりした雰囲気の中で利用者支援を

実践することが出来ました。 

苦情件数 0件は、この「ゆとり」の中で目配

り気配りしながら利用者と関わり、苦情に至る

前に適切に対応できた結果と考えています。 

引き続き、このゆとりのある環境のメリット

を活かし安全・安心な施設運営に取り組んで参

ります。 

 

 

苦情解決報告（令和 5 年度） 

施 設 名 

報告件数と内訳 



2 

 

■救護施設 ＪＩＫＹＯ

令和 5 年度、JIKYO での苦情受付件数は 4 件

あり、内容は制度・仕組みに関するものが2件、

嗜好・選択に関するものが 2 件でした。 

制度・仕組みに関するものは、「収入認定さ

れた年金の使途について知りたい」といった費

用に関する内容、『親展郵便を職員が「開封し

ますね」と言い開封された』という郵便物の取

り扱いに関する内容でした。 

 

嗜好・選択に関するものは、「魚料理が多い」「質

の悪い食材を使っている」等、食事に関する内

容でした。 

費用に関するものは後日投書した利用者が

判りましたが、ご説明する前に退所されました。

その他の苦情については、掲示にてご理解を促

しました。 

 

  ■いきいきセンター 

令和 5 年度いきいきセンターの苦情件数は 0

件、苦情に至らないご意見やご要望の「お聞か

せください」については 1 件ございました。内

容につきましては、休み連絡の際に同じ名字で

同性の方が 3 名おられ、スタッフの誤認により

不快な思いされました。状況に至った経緯、謝

罪、その後の対策をご説明させていただき、こ 

 

ちらの対応にご理解をいただきました。 

今後も苦情がなかったことに気を緩めず、介

護サービス事業所としての言葉遣いや態度な

どの接遇マナー、わかりやすい説明と確認など

をスタッフ全員が日々意識してサービス提供

を行い、ご利用者・ご家族に満足していただけ

るように努力してまいります。

 

■西成区東部地域包括支援センター 

西成区東部地域包括支援センターの苦情件

数は 0 件でした。苦情に至らないご意見やご要

望については、『お聞かせください記録』にま

とめ、今後の対応・取り組みに活かすようにし 

ています。昨年度に引き続き、コロナ禍では 

 

   

ありましたが、地域の喫茶や百歳体操が再開さ

れ、当センターの独自取組行事も継続開催が出

来ました。 

今後も、介護予防や認知症予防に積極的に取

り組み、地域の活性化を共に目指していきます。 

 

■すまいる 

令和 5 年度は、「苦情」「お聞かせください(要

望)」とも申し出はございませんでした。しか

し、いまふねリハビリデイサービスの年度途中

の事業休止に伴い、継続を要望する利用者さん

の声が多く寄せられました。 

本館建物の老朽化のため、軽微ではあります

が一部に不具合も生じていることから、建て替 

 

え工事の必要性について丁寧に説明し、皆様の

理解を得ております。 

今後、緊急一時避難事業、すまいる食堂、あ

らたに運営する居住支援法人事業におきまし

てもサービスの質の向上に努めるとともに、職

員一人ひとりが細やかな配慮を行ってまいり

ます。
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■救護施設 三徳寮 

苦情受付件数は 6 件でした。 

施設内の建物・設備についての内容が 1 件、

待遇・対応についての内容が 1 件、嗜好・選択

についての内容が 1 件、その他の内容が 3 件あ

りました。 

月別では 5 月 1 件、7 月 2 件、8 月 2 件、11

月 1 件となっています。 

特定の利用者のテレビ視聴態度に対する苦

情については、匿名であったため、詳細を確認

したい旨を掲示で呼びかけを行いましたが、3

度とも名乗り出る方はおられませんでした。 

それぞれの苦情については、回答書掲示と早

急な対応で解決しました。その後の苦情等はあ

りません。 

 

■三徳生活ケアセンター 

令和5年度は匿名での苦情が、4件ありました。

内容の多くは、他の利用者の行動に対しての苦

情でした。対象者が分かれば事実確認を行い、

掲示して回答することで、その後の苦情には繋

がっていません。 

三徳生活ケアセンターはさまざまな背景、目

的を持つ方が利用されます。利用期間は原則、

最長 14 日間と短期間ですが、リピーターの方が

多いです。日々の不満を溜めていくことで、大

きなトラブルに発展する可能性があります。 

今後も日々の関わりの中で、利用者の声に耳

を傾け、気持ちよく利用していただけるように

努めてまいります。 

 

■救護施設 ひきふね 

令和 5 年度の苦情総件数は 59 件でした。一

番多い内容としては、利用者の行動（マスクが

ずれている、フロアをウロウロする等）につい

てでした。救護施設の特徴として、様々な特性

を持った利用者が入所するため、認知症や精神

障がいからくる行動に対して、理解が得られず

苦情となっています。その都度、その利用者の

特性を説明し理解を求めていますが、理解して

頂くことが難しく、特定の利用者が同じ内容で

投書される為、件数も多くなっています。今後

も利用者としっかりと対話し、理解が得られ安

心して過ごしてもらえるよう努力して参りま

す。 

 

 

■障害者支援施設 いまみや 

令和 5 年度の苦情は、0件でした。 

「お聞かせください」では 1 件あり、「女性

入浴介助職員を 1 名雇ってほしい」との内容で

した。申し出て頂いた利用者に確認すると、本

人の入浴日にパート職員が配置されていない

ことに不公平感を抱かれいました。 

一人対応できない利用者の入浴場面におい

ては、職員2名を配置し、対応していることと、

求人を出しているものの採用に至っていない

ことを説明し理解を得ています。介護度も上が

ってきており、今後も職員の配置を検討してま

いります。
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■救護施設 さわやか荘 

さわやか荘とグループホームあしみの苦情

申し出件数は 0 件で、投書についても施設長・

管理者宛意見箱、苦情相談委員（第三者委員）

宛意見箱ともに 0 件でした。 

月 2 回の相談日に、さわやか荘の利用者が延

べ 22 名、第三者委員の方へ相談に行かれ、特

定の利用者が複数回訪れています。精神疾患の

ある利用者の方は、生活状況や体調の報告、将

来についての不安などの話を聴いてもらうこ

とで、ストレスの軽減につながっています。ま

た防犯カメラの設置や共用場所の掃除を作業

化すれば利用者の働く機会となるのではとい

うような、利用者から第三者委員の方に気軽に

意見されることもありました。利用者にとって

は、職員以外の方に気軽に話ができる機会にな

っています。 

 

■救護施設 橡生の里 

投書は、第三者委員宛の意見箱 2 件、施設長宛

の意見箱 4件でした。投書内容は、他の利用者に

対して施設のルールやマナーが守られていない

ことへの意見や余暇活動への要望、外部取引き先

の方の言葉遣い、食事介助中の職員の行動につい

てでした。いずれも匿名だったため、回答書を掲

示し、ホームルームでマナーについての呼びかけ

をしました。 

第三者委員による苦情相談日の来訪者数は延

べ 33 名でした。相談内容は、施設内での金銭の

貸借や持ち物の盗難、利用者間での人間関係の悩

み等でした。利用者が望むような対応が難しい場

合もありますが、今後も第三者委員の方と連携し

ながら、利用者が安心して生活できるよう取り組

んでいきます。 

 

■救護施設 角川ヴィラ 

令和 5 年度角川ヴィラの苦情件数は０件でし

た。投書は年間で 12 件あり、全て同じ利用者か

らのものでした。お金の相談や買いたい物の相談

が主で、聞いてもらってありがとうございますと

いう文言で締めくくられている内容でした。第三

者委員の方が来所される予定日にインフルエン

ザの蔓延による中止が一回と、大雪による交通障

害のための中止が一回ありました。来訪者は延べ

16 名で、退所の相談やお小遣いの不足などの相

談がありました。第三者委員の方から得た情報を

もとに、利用者の困っている問題について、解決

に向けて担当職員と話し合う機会が多く設けら

れました。今後も利用者がより安心して生活でき

るよう、第三者委員の方と苦情解決担当者が連携

を取りながら対応に努めていきます。 
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■特別養護老人ホーム ジュネス 

苦情受付１件、お聞かせください 4 件でした。

申し出の内容は全て「接遇・対応」です。申し

出経路は本人 2 件・家族 3 件です。 

内容は、①アルバイトスタッフの勤務態度が悪

い ②職員の言葉遣い、介護技術が未熟である 

③ご利用者の整容が出来ていない ④ご家族と

の連携が不十分でご家族が不安を感じた ⑤電

話での対応が不適切であった となっています。  

①②ついてはアルバイトスタッフ、職員ともに

上長と面談をし、尊厳ある態度で接するよう厳

重に指導しました。介護技術については、グル

ープリーダーが指導し、改善に努め、共にご理

解いただきました。③④⑤についても経緯の説

明や、今後の対応等について丁寧に説明し、ご

理解いただき解決に至っています。 

 

■障害者支援施設 エフォール 

苦情 0 件 お聞かせください（要望）3 件 

本人からの要望は 1 件でした。トイレのカー

テンをノックなしで開けられたので改善してほ

しいという内容でした。プライバシー保護の観点

から、職員全体に周知をしました。 

家族からの要望は 2 件でした。1 件目は、食事

提供の際、のど詰めの可能性があるため、おにぎ

りを 1/2 カットするよう依頼したが、カットせず

に提供された。リスクの改善を求められました。

重大事故に繋がることであり、その危険性を職員

に周知しました。2 件目は、利用者の衣類が破け

てしまったことについて、介助方法の改善を求め

られました。統一した介助方法について、申し送

り、改善をしました。

 

■在宅支援サービス ベラミ

事業別の内訳はデイサービス 7 件、ホームヘ

ルプ 0 件、ケアプラン 1 件でした。８件のうち

７件が、配慮に欠ける言動や説明不足によるも

のでした。改めて状況を確認し、丁寧に説明す

ることで解決に至っています。日ごろから利用

者・家族への説明が欠けると誤解を招いたり、

信用を失う場合があることを意識して業務に

あたるよう心がけていきます。 

※1 件については、外部からの通報でした。

ベラミ車両の運転に対し、バイク運転者から

「あおり運転をされた、にらまれた」という内

容でした。ドライブレコーダーで確認したとこ

ろ、バイクに対し横づけはしてしまっていまし

たが、あおり運転の事実は見られませんでした。

相手方の電話番号が不明なため、メールで謝罪

していますがその後連絡はとれていません。

 

 

 

 

 


